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  建物を取壊した証明書（取毀工事人が発行します。）・・・１通 

  取毀工事人の印鑑証明書・・・１通 

  

■建物滅失登記 

□ 建物取毀証明書 （取毀工事人が発行） １ 通 

□ 取毀工事人の印鑑証明書  １ 通 

□ 取毀工事人の資格証明書 （会社の場合） １ 通 

□ 建物所有者の印鑑証明書  １ 通 

□ 建物所有者の住民票 （会社の場合は、資格証明書） １ 通 

     

■建物表題登記 

□ 建築確認書・検査済証 （図面含む） 一式 

□ 建築工事完了証明書 （工事人が発行，実印押印） １ 通 

□ 建築工事人の印鑑証明書  １ 通 

□ 建築工事人の資格証明書 （会社の場合） １ 通 

□ 付帯工事がある場合は、その書類一式    

□ 建築主の住民票  １ 通 

     

■建物保存登記 

□ 所有者の住民票 （表題がある場合、不要） １ 通 
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